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Ｏ
Ｉ
促
進
税
制
、パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
等

Ｍ
＆
Ａ・企
業
再
生
等
に

関
す
る
改
正
の
実
務
ポ
イ
ン
ト

第２章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
支
援
強
化
を
引
き

続
き
行
う
た
め
に
、オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
促
進
税
制
に
お
い
て
、３
年
以
内

に
議
決
権
の
過
半
数
を
超
え
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
、50
％
以
下
の
発
行
済
株

式
取
得
も
対
象
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
と

さ
れ
、特
定
勘
定
を
設
定
し
た
法
人
と

特
定
株
式
発
行
法
人
が
合
併
し
た
場
合

の
取
扱
い
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。

●
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
税
制
は
、

２
０
２
６
年
４
月
１
日
以
後
に
改
正
後

の
産
業
競
争
力
強
化
法
の
認
定
を
受
け

た
法
人
の
行
う
現
物
分
配
に
関
す
る
措

置
と
し
て
改
組
さ
れ
、従
業
者
継
続
要

件
や
事
業
再
編
計
画
の
認
定
の
要
件
が

見
直
さ
れ
た
。

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

促
進
税
制

⑴　
改
正
の
概
要

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税

制（
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業

開
拓
事
業
者（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
）

の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の
課
税
の

特
例
）は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
、
国

内
の
事
業
会
社
ま
た
は
そ
の
国
内
Ｃ
Ｖ
Ｃ

（Corporate Venture Capital

）
が
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
新
規
発
行
株
式

を
一
定
額
以
上
取
得
し
て
３
年（
ま
た
は

５
年
）保
有
し
た
場
合
、
そ
の
株
式（
特
定

株
式
）の
取
得
価
額
の
25
％
を
所
得
か
ら

控
除
す
る
優
遇
税
制
と
し
て
、
令
和
２
年

度
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た（
図
表
13
）。

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
新
規

出
資
型
に
加
え
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
の
成
長
に
資
す
る
Ｍ
＆
Ａ（
議
決
権
の

過
半
数
の
取
得
）を
行
っ
た
場
合
の
取
得

し
た
発
行
済
株
式
に
つ
い
て
も
対
象
に
加

え
ら
れ
た
。
新
規
出
資
型
が
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
へ
の
新
た
な
資
金
の
供
給
を
促
進

し
、
生
産
性
向
上
に
つ
な
が
る
事
業
革
新

を
図
る
た
め
の
事
業
会
社
に
よ
る
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
目
的
の

税
制
と
し
て
創
設
さ
れ
、
Ｍ
＆
Ａ
型
は
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
出
口
戦
略
の
多
様
化

を
図
る
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
成
長

に
資
す
る
Ｍ
＆
Ａ
を
後
押
し
す
る
目
的
で

措
置
さ
れ
た
。

令
和
８
年
度
税
制
改
正
で
は
、
事
業
会

社
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
協
業
の
さ
ら
な

る
促
進
の
た
め
、
Ｍ
＆
Ａ
型
に
つ
い
て
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
取
引（
３
年
以
内
に
議
決
権

の
過
半
数
を
超
え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
、
50
％
以
下
の
発
行
済
株
式
取
得
）も

対
象
に
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
⑺
、
株
式
取

得
の
下
限
額
や
繰
入
額
の
益
金
算
入
に
つ

い
て
見
直
し
た
う
え
で
、
適
用
期
限
が
２

年
延
長
さ
れ
た（
措
法
66
の
13
）。

⑺　
「
研
究
開
発
税
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」が
、

２
０
２
５
年
8
月
に
公
表
し
た
中
間
と
り
ま
と
め
で
は
、

「
現
行
制
度
に
お
い
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
措
置
さ
れ
て

い
な
い
吸
収
合
併
や
50
％
以
下
の
発
行
済
株
式
の
取
得
等

を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
措
置
す
る
こ

と
が
有
効
」と
の
提
言
が
さ
れ
た
。

⑵　

新
規
出
資
型（
増
資
特
定
株
式

の
取
得
）の
改
正

中
小
企
業
者
以
外
の
法
人
が
取
得
を
す

る
内
国
法
人
の
株
式
の
取
得
の
下
限
額
を

２
億
円
以
上（
改
正
前
：
１
億
円
以
上
）に

引
き
上
げ
る（
国
内
外
に
お
け
る
経
営
資

源
活
用
の
共
同
化
に
関
す
る
調
査
に
関
す

る
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣

の
証
明
に
係
る
基
準
等
）。
な
お
、
新
た

に
本
税
制
の
対
象
と
さ
れ
る
50
％
以
下
取

得
株
式
で
特
別
勘
定
を
設
定
し
て
い
る

（
ま
た
は
設
定
し
て
い
た
）同
一
の
銘
柄
の

株
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
出
資
型
の
措
置

を
適
用
で
き
な
い
。

⑶　
Ｍ
＆
Ａ
型（
50
％
超
取
得
）の
改

正増
資
特
定
株
式
以
外
の
特
定
株
式

（
50
％
超
取
得
）の
取
得
の
下
限
額
を
７
億

円
以
上（
改
正
前
：
５
億
円
以
上
）に
引
き

上
げ
る
。
本
税
制
の
適
用
の
た
め
、
特
定

株
式
に
特
別
勘
定
を
設
け
て
い
る
法
人


